
1 

 

   平成３０年第３回朝霞市議会定例会提出議案一覧表 
 
議案第３９号  平成２９年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について 
 

議案第４０号  平成２９年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ
いて 

 
議案第４１号  平成２９年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
 
議案第４２号  平成２９年度朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 
 
議案第４３号  平成２９年度朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 
 
議案第４４号  平成２９年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定に

ついて 

 
議案第４５号  平成３０年度朝霞市一般会計補正予算（第１号） 
 
議案第４６号  平成３０年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 
 
議案第４７号  平成３０年度朝霞市朝霞都市計画下水道事業特別会計補正予算 

（第１号） 
 
議案第４８号  平成３０年度朝霞市介護保険特別会計補正予算（第１号） 
 
議案第４９号  平成３０年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
 

議案第５０号  朝霞市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 
 
議案第５１号  朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例 
 
議案第５２号  朝霞市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 
 
議案第５３号  朝霞市税条例等の一部を改正する条例 
 
議案第５４号  朝霞市都市計画税条例の一部を改正する条例 
 
議案第５５号  朝霞市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 
 

議案第５６号  朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担
に関する条例の一部を改正する条例 

 
議案第５７号  朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例の一

部を改正する条例 
 
議案第５８号  朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正す

る条例 
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議案第５９号  朝霞市国民健康保険条例の一部を改正する条例 
 
議案第６０号  朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
 
議案第６１号  朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例 

 
議案第６２号  朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護

予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 
議案第６３号  朝霞市保育園等運営審議会条例を廃止する条例 
 

議案第６４号  朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等
を定める条例 

 
議案第６５号  市道路線の認定について 
 
議案第６６号  市道路線の廃止について 
 
議案第６７号  指定管理者の指定について 
 
議案第６８号  下水の処理に関する事務の受託に関する協議について 
 
議案第６９号  町の区域の変更について 
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議案第５０号 

 

朝霞市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市個人番号の利用に関する条例（平成２７年朝霞市条例第３７号）の一

部を次のように改正する。  

別表第１に次のように加える。  

３ 市長 朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例（昭和４８

年朝霞市条例第２４号）による医療費の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの  

４ 市長 朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例（昭和５４年朝霞市

条例第３５号）による在宅重度心身障害者手当の支給に関す

る事務であって規則で定めるもの  

５ 市長 障害者等に対する地域生活支援事業の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの  

 別表第２に次のように加える。  

３ 市長 朝霞市重度心身障害者医療費の

支給に関する条例による医療費

の支給に関する事務であって規

則で定めるもの  

地方税関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付関係情報、障害者

手帳等関係情報又は医療保

険給付関係情報に関する情

報であって規則で定めるも

の 

４ 市長 朝霞市在宅重度心身障害者手当

支給条例による在宅重度心身障

害者手当の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの  

地方税関係情報、障害者手

帳等関係情報、障害児福祉

手当、特別障害者手当若し

くは福祉手当の支給に関す

る情報又は施設への入所に

関する情報であって規則で

定めるもの  

５ 市長 障害者等に対する地域生活支援

事業の実施に関する事務であっ

て規則で定めるもの  

地方税関係情報、生活保護

関係情報、中国残留邦人等

支援給付関係情報又は障害

者手帳等関係情報であって  
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  規則で定めるもの  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

平成３０年８月３１日提出 

 

朝霞市長  富岡  勝則 



議案第５１号  

 

   朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等

の公営に関する条例の一部を改正する条例  

 

 朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公

営に関する条例（平成５年朝霞市条例第１３号）の一部を次のように改正する  

 第１条中「朝霞市長の選挙の場合に限る。」を削る。  

 第７条中「（朝霞市長の選挙の場合に限る。）」を削る。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３１年３月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２ 改正後の朝霞市議会議員及び朝霞市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用等の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告

示される選挙から適用する。  

 

  平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則  

。  



議案第５２号  

 

朝霞市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市子ども・子育て会議条例（平成２５年朝霞市条例第５１号）の一部を

次のように改正する。  

第９条を第１０条とする。  

第８条中「、」の次に「こども・健康部こども未来課及び」を加え、同条を

第９条とし、第７条の次に次の１条を加える。  

（部会）  

第８条  会長は、必要があると認めるときは、会議に諮って部会を置くことが

できる。  

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。  

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもってこれに充てる。  

４ 部会長は、部会の事務を総理する。  

５ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務

を代理する。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長  富岡  勝則 
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議案第５３号 

 

○○○朝霞市税条例等の一部を改正する条例 

 

○（朝霞市税条例の一部改正） 

第１条○朝霞市税条例（昭和３０年朝霞市条例第７ノ２号）の一部を次のよう

に改正する。 

○○第２３条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「この

節」の次に「（第４８条第１０項から第１２項までを除く。）」を加える。  

○○第２４条第１項中「によって」を「により」に改め、同項第２号中「１２

５万円」を「１３５万円」に改め、同条第２項中「控除対象配偶者」を「同

一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額」

を加える。 

○○第３４条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が２，５

００万円以下である」を加える。 

○○第３４条の６中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２，５

００万円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第１号ア及び第２号

ア中「においては」を「には」に改める。  

○○第３６条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中

「によって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所得税

法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）」を加える。 

○○第４８条第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１項にお

いて「納税申告書」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

○１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、第

１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税

の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び施行規則

で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項（

次項において「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規

定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機

構（第１２項において「機構」という。）を経由して行う方法その他施行

規則で定める方法により市長に提供することにより、行わなければならな

い。 

○１１ 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が

記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれ
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に基づく規則の規定を適用する。 

○１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、法第７６２条第１号の

機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイ

ルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 

○○第９２条を第９２条の２とし、第２章第４節中同条の前に次の１条を加え

る。 

○○（製造たばこの区分） 

○第９２条○製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品

に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとす

る。 

○  （1）  喫煙用の製造たばこ 

○○○ア○紙巻たばこ 

○○○イ○葉巻たばこ 

○○○ウ○パイプたばこ 

○○○エ○刻みたばこ 

○○○オ○加熱式たばこ 

○  （2）  かみ用の製造たばこ 

○  （3）  かぎ用の製造たばこ 

○○第９３条の次に次の１条を加える。 

○○（製造たばことみなす場合） 

○第９３条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリ

セリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第

３条第１項に規定する会社（以下この条において「会社」という。）、加

熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の

物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式

たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品

又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受

けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で

定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたも

のに限る。以下この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ

喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして、この節の規定を適用す

る。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区

分は、加熱式たばことする。 

○○第９４条第１項中「第９２条第１項」を「第９２条の２第１項」に改め、

「消費等」の次に「（以下この条及び第９８条において「売渡し等」という。  ）  」  
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を加え、同条第２項中「前項の製造たばこ」の次に「（加熱式たばこを除く

を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同

表の右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第１号ア中「パイプたばこ」

を「葉巻たばこ」に改め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改

め、同条第４項中「前項」を「前２項」に改め、「関し、」の次に「第４項

の」を、「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たり

の重量」を加え、同項を同条第６項とし、同項の前に次の１項を加える。 

○５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本

数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計

重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。  

○○第９４条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次に「紙

巻たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は前項第１号に掲げる方法によ

り同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合に

おける」に、「第９２条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消

費等」を「売渡し等」に、「同欄に掲げる」を「第９２条に掲げる」に、「

喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項の次に次の１項を加える。 

○３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法

により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの

本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗

じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙

巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によ

るものとする。 

○  （1）  加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グラ

ムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法  

○  （2）  加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第１６条の２の２

で定めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって紙巻

たばこの０．５本に換算する方法 

○  （3）  次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙

巻たばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法

律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第１号に定めるたばこ

税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係

る特別措置に関する法律（平成１０年法律第１３７号）第８条第１項に

。  ）  」  
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規定するたばこ特別税の税率、法第７４条の５に規定するたばこ税の税

率及び法第４６８条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ１，０００で

除して得た金額の合計額を１００分の６０で除して計算した金額をいう

第８項において同じ。）をもって紙巻たばこの０．５本に換算する方法  

○○○ ○ア○売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１項又は

第２項の認可を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱式た

ばこ 当該小売定価に相当する金額（消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第２

章第３節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く  

○○○ ○イ○アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和５９年法律

第７２号）第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定

した金額 

○○第９４条に次の４項を加える。 

○７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定

める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に

係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計

額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。  

○８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３

号アに定める金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満

の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。  

○９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定

する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合に

は、その端数を切り捨てるものとする。  

○１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は

施行規則で定めるところによる。 

○○第９５条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。  

○○第９６条第３項中「第９２条」を「第９２条の２」に改める。  

○○第９８条第１項中「第９２条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若し

くは消費等」を「売渡し等」に改める。 

○○附則第５条第１項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額」を

加える。 

○○附則第１０条の２第２４項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条

第４３項」に改め、同条第２５項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１

５条第４４項」に改め、同条第２６項中「附則第１５条第４７項」を「附則

、  

。  

。  ）  
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第１５条第４６項」に改める。 

○○附則第１７条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、「第

３７条の９の４又は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第３７条の９

に改める。 

第２条○朝霞市税条例の一部を次のように改正する。  

○○第９４条第３項中「０．８」を「０．６」に、「０．２」を「０．４」に

改める。 

第３条 朝霞市税条例の一部を次のように改正する。  

○○第９４条第３項中「０．６」を「０．４」に、「０．４を」を「０．６を

に改め、同項第３号中「附則第４８条第１項第１号」を「附則第４８条第１

項第２号」に改める。 

○○第９５条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。  

第４条 朝霞市税条例の一部を次のように改正する。  

○○第９４条第３項中「０．４を」を「０．２を」に、「０．６」を「０．８

に改め、同項第３号中「所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律

第７号）附則第４８条第１項第２号に定める」を「たばこ税法（昭和５９年

法律第７２号）第１１条第１項に規定する」に改め、同号イ中「（昭和５９

年法律第７２号）」を削る。 

○○第９５条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。  

第５条 朝霞市税条例の一部を次のように改正する。  

○○第９３条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。  

○○第９４条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に０．

２を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に

掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した」を

削り、同項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項

第２号とし、同条第４項中「又は前項第１号に掲げる方法により同号に規定

する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条

第５項中「第３項第２号」を「第３項第１号」に改め、同条第７項中「第３

項第３号」を「第３項第２号」に改め、同条第８項中「第３項第３号ア」を

「第３項第２号ア」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項を同条第９項

とする。 

○（朝霞市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第６条 朝霞市税条例の一部を改正する条例（平成２７年朝霞市条例第３１号

の一部を次のように改正する。 

」  

」  

」  

）  
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○○附則第５条第２項中「新条例」を「朝霞市税条例」に改め、同項第３号中

「平成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に改め、同条第４項

中「新条例第９２条第１項」を「朝霞市税条例第９２条の２第１項」に改め

同条第１３項中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に、「

１，２６２円」を「１，６９２円」に改め、同条第１４項の表第５項の項中

「平成３１年４月３０日」を「平成３１年１０月３１日」に改め、同表第６

項の項中「平成３１年９月３０日」を「平成３２年３月３１日」に改める。  

○○○附○則 

○（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から

施行する。 

 （1）  第１条のうち朝霞市税条例第２４条第１項中「によって」を「により」

に改める改正規定、同条例第９２条を第９２条の２とし、第２章第４節中

同条の前に１条を加える改正規定、同条例第９３条の次に１条を加える改

正規定並びに同条例第９４条から第９６条まで及び第９８条の改正規定並

びに第６条並びに附則第３条から第５条までの規定 平成３０年１０月１

日 

 （2）  第１条中朝霞市税条例第２４条第２項の改正規定（「控除対象配偶者」

を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び同条例第３６条の２第

１項の改正規定並びに同条例附則第１７条の２第３項の改正規定並びに次

条第１項の規定 平成３１年１月１日 

 （3）  第１条中朝霞市税条例附則第１０条の２の改正規定  平成３１年４月１

日 

 （4）  第２条の規定 平成３１年１０月１日 

 （5）  第１条中朝霞市税条例第２３条第１項及び第３項並びに第４８条第１項

の改正規定並びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第３項の規定  

平成３２年４月１日 

 （6）  第３条並びに附則第６条及び第７条の規定  平成３２年１０月１日 

 （7）  第１条中朝霞市税条例第２４条第１項第２号の改正規定、同条第２項の

改正規定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに同条例第３４条の２

及び第３４条の６の改正規定並びに同条例附則第５条の改正規定並びに次

条第２項の規定 平成３３年１月１日 

 （8）  第４条並びに附則第８条及び第９条の規定  平成３３年１０月１日 

 （9）  第５条の規定 平成３４年１０月１日 

（市民税に関する経過措置） 

、  
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第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の朝霞市税条例の規定中個人の

市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の朝霞市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成３２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。  

３ 第１条の規定による改正後の朝霞市税条例第２３条第１項及び第３項並び

に第４８条第１０項から第１２項までの規定は、前条第５号に掲げる規定の

施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する

連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度

分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税につ

いては、なお従前の例による。 

○（市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の

例による。 

○（手持品課税に係る市たばこ税） 

第４条 平成３０年１０月１日前に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

４６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは

消費等（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。

附則第７条第１項及び第９条第１項において「売渡し等」という。）が行わ

れた製造たばこ（朝霞市税条例の一部を改正する条例（平成２７年朝霞市条

例第３１号）附則第５条第１項に規定する紙巻たばこ３級品を除く。以下こ

の項及び第５項において「製造たばこ」という。）を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等（附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の朝霞市

税条例（第４項及び第５項において「３０年新条例」という。）第９２条の

２第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者

がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平成

３０年法律第７号。附則第７条第１項及び第９条第１項において「所得税法

等改正法」という。）附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造者

として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、

これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売

業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販
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売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する

営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡し

たものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課

税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市

たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２

４号）別記第２号様式による申告書を平成３０年１０月３１日までに市長に

提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、そ

の申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下

「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付し

なければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの

のほか、３０年新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００条の

２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる３０年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第１９条 第９８条第１項若しく

は第２項、 

朝霞市税条例等の一部を

改正する条例（平成３０

年朝霞市条例第○○号。

以下この条及び第２章第

４節において「平成３０

年改正条例」という。）

附則第４条第３項、 

第１９条第２号 第９８条第１項若しく

は第２項 

平成３０年改正条例附則

第４条第２項  

第１９条第３号 第８１条の６第１項の

申告書、第９８条第１

項若しくは第２項の申

告書又は第１３１条第

１項の申告書でその提

出期限 

平成３０年改正条例附則

第４条第３項の納期限  

第９８条第４項 施行規則第３４号の２

様式又は第３４号の２

の２様式 

地方税法施行規則の一部

を改正する省令（平成３

０年総務省令第２４号）

別記第２号様式 

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則

第４条第３項 

第１００条の２第１ 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附則
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項 

 

２項 第４条第２項 

当該各項 同項 

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第

２項 

平成３０年改正条例附則

第４条第３項 

５ ３０年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様

式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により市たばこ

税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づい

て、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式によ

る書類をこれらの申告書に添付しなければならない。  

（手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置）  

第５条 平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間における前

条第４項の規定の適用については、同項の表第１９条第３号の項中「第８１

条の６第１項の申告書、第９８条第１項」とあるのは、「第９８条第１項」

とする。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第６号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の

例による。 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第７条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ

れらの者が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造たばこの

製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸

売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管

理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売

り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ

税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、
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当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。  

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２

５号。附則第９条第２項において「平成３０年改正規則」という。）別記第

２号様式による申告書を平成３２年１１月２日までに市長に提出しなければ

ならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに、

その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの

のほか、第３条の規定による改正後の朝霞市税条例（以下この項及び次項に

おいて「３２年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１９条 第９８条第１項若しく

は第２項、 

朝霞市税条例等の一部を

改正する条例（平成３０

年朝霞市条例第○○号。

以下この条及び第２章第

４節において「平成３０

年改正条例」という。）

附則第７条第３項、 

第１９条第２号 第９８条第１項若しく

は第２項 

平成３０年改正条例附則

第７条第２項 

第１９条第３号 第８１条の６第１項の

申告書、第９８条第１

項若しくは第２項の申

告書又は第１３１条第

１項の申告書でその提

出期限 

平成３０年改正条例附則

第７条第３項の納期限 

第９８条第４項 施行規則第３４号の２

様式又は第３４号の２

の２様式 

地方税法施行規則の一部

を改正する省令（平成３

０年総務省令第２５号）

別記第２号様式 

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則

第７条第３項 

第１００条の２第１

項 

第９８条第１項又は第 

２項 

平成３０年改正条例附則

第７条第２項 

当該各項 同項 

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第 平成３０年改正条例附則
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２項 第７条第３項 

５ ３２年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様

式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により市たばこ

税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づい

て、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式によ

る書類をこれらの申告書に添付しなければならない。  

（市たばこ税に関する経過措置） 

第８条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第８号に掲げる規定の施行

の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の

例による。 

 （手持品課税に係る市たばこ税） 

第９条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販

売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ

れらの者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製造たばこ

の製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場か

ら移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなる

ときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が

卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者

が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接

管理する営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に

売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たば

こ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし

当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。  

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所

ごとに、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３３年１１

月１日までに市長に提出しなければならない。  

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに、

その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 

、  
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４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもの

のほか、第４条の規定による改正後の朝霞市税条例（以下この項及び次項に

おいて「３３年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次

の表の左欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１９条 第９８条第１項若しく

は第２項、 

朝霞市税条例等の一部を

改正する条例（平成３０

年朝霞市条例第○○号。

以下この条及び第２章第

４節において「平成３０

年改正条例」という。）

附則第９条第３項、 

第１９条第２号 第９８条第１項若しく

は第２項 

平成３０年改正条例附則

第９条第２項 

第１９条第３号 第８１条の６第１項の

申告書、第９８条第１

項若しくは第２項の申

告書又は第１３１条第

１項の申告書でその提

出期限 

平成３０年改正条例附則

第９条第３項の納期限 

第９８条第４項 施行規則第３４号の２

様式又は第３４号の２

の２様式 

地方税法施行規則の一部

を改正する省令（平成３

０年総務省令第２５号）

別記第２号様式 

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則

第９条第３項 

第１００条の２第１

項 

第９８条第１項又は第 

２項 

平成３０年改正条例附則

第９条第２項 

当該各項 同項 

第１０１条第２項 第９８条第１項又は第

２項 

平成３０年改正条例附則

第９条第３項 

５ ３３年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由

により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば

このうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきも

のの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当

該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定に

より、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様

式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控

除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により市たばこ
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税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づい

て、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式によ

る書類をこれらの申告書に添付しなければならない。  

 

  平成３０年８月３１日提出 

 

                       朝霞市長 富岡 勝則   



議案第５４号  

 

朝霞市都市計画税条例の一部を改正する条例  

 

第１条 朝霞市都市計画税条例（昭和３９年朝霞市条例第２７号）の一部を次

のように改正する。  

附則第１８項中「若しくは第４５項」を「、第４５項若しくは第４８項」

に改める。  

第２条 朝霞市都市計画税条例の一部を次のように改正する。  

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１

５条第４３項」に改め、附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第

４５項」を「附則第１５条第４４項」に改め、附則第１８項中「第４４項、

第４５項」を「第４３項、第４４項」に、「第４８項」を「第４７項」に改

める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年

４月１日から施行する。  

 

  平成３０年８月３１日提出  

 

                       朝霞市長 富岡 勝則   

 

 

 



議案第５５号  

 

   朝霞市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市体育施設設置及び管理条例（昭和５７年朝霞市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。  

第３条第３号中「その他」を「前２号に掲げるもののほか、」に改める。  

 第６条の表青葉台公園テニスコートの部中「４月１日」を「３月１日」に、

「３月３１日」を「２月２８日（閏年にあっては、２９日）」に改め、同表内

間木公園テニスコートの部中「４月１日」を「３月１日」に、「３月３１日」

を「２月２８日（閏年にあっては、２９日）」に改める。  

○第７条第２項第４号中「その他」を「前３号に掲げるもののほか、」に改め

る。  

○第９条第１項第１号中「主催」を「主催し、」に改める。  

○○○附○則  

○この条例は、平成３０年１２月１日から施行する。  

 

○○平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則  

じゅん  



議案第５６号  

 

朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条

例（平成２７年朝霞市条例第２１号）の一部を次のように改正する。  

別表第１Ｃ１の項中「１４，１００」を「１０，１００」に改め、同表中備

考５を備考６とし、備考４を備考５とし、備考３の次に次のように加える。  

○○４ 前年度（４月分から８月分までの利用者負担の額にあっては、前々年

度）の１月１日において、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

５２条の１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内

に住所を有した者（地方税法第７３７条の２第１項の規定により同日に

おいて当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。以

下同じ。）の所得割課税額は、当該日において指定都市以外の市町村の

区域内に住所を有した者の例により算定するものとする。  

別表第２中備考８を備考９とし、備考７を備考８とし、備考６を備考７とし

備考５の次に次のように加える。 

○○６ 前年度（４月分から８月分までの利用者負担の額にあっては、前々年

度）の１月１日において、指定都市の区域内に住所を有した者の所得割

課税額は、当該日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有し

た者の例により算定するものとする。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の別表第１（備考を除く。）の規定は、平成３０年４月１日以後に

行った保育に係る利用者負担の額から適用する。  

３ 改正後の別表第１備考及び別表第２の規定は、平成３０年９月１日以後に

行った保育に係る利用者負担の額から適用する。  

 

  平成３０年８月３１日提出  

 

                       朝霞市長 富岡 勝則  

、  



議案第５７号  

 

   朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例の一部を改

正する条例  

 

朝霞市放課後児童クラブの設備及び運営の基準を定める条例（平成２６年朝

霞市条例第３６号）の一部を次のように改正する。  

第８条第６項第３号中「従事した者」を「従事したもの」に改め、同項第４

号を次のように改める。  

 （4）  教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４条に規定する免許状

を有する者  

第８条第６項第５号中「者」の次に「（当該学科又は当該課程を修めて同法

の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）」を加え、同項第

９号中「認めた者」を「認めたもの」に改め、同項に次の１号を加える。  

（10）５年以上放課後児童クラブ事業に従事した者であって、市長が適当と認

めたもの  

   附 則  

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第８条第６項第５号の改正規

定は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

  平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則  
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議案第５８号 

 

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例（昭和４８年朝霞市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１項第１号ア及び第２号中「入所、入院」を「入所し、入院し、」

に改める。  

第４条第１項中「を支給する」を「に相当する額の支給（以下「医療費助成

という。）を行う」に改め、同条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２

項を加える。  

２ 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０７号。以下この項において「

政令」という。）第７条に規定する額を超えた場合は、その年の１０月から

翌年９月までの医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費助成

は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第４条に規定する所

得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第５条の例によるものとする。 

３ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係

る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具

その他事業の用に供する固定資産（鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産

を除く。）につき被害金額（保険金、損害賠償金等により補充された金額を

除く。）がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた場合、その

損害を受けた日から翌年の９月３０日までの医療保険各法その他の規定によ

る医療給付に係る医療費助成については、前項の規定を適用しない。  

第５条中「対象者又は保護者は、この条例による医療費の支給を受けようと

するとき」を「医療費助成を受けようとする者」に改め、「受給資格登録申請

書を」の次に「市長に」を加え、同条に次の２項を加える。  

２ 市長は、前項の受給資格登録申請書を提出した者を対象者と認定したとき

は、当該提出した者を受給資格登録者として登録するものとする。  

３ 市長は、第１項の受給資格登録申請書を提出した者を受給資格登録者とし

て登録しない場合は、規則に定めるところにより当該提出した者にその旨を

通知するものとする。  

 第６条を次のように改める。  

 （受給者証の交付）  

第６条  市長は、第４条第１項及び第３項の規定により医療費助成を行う受給

」  
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資格登録者（以下「受給者」という。）に対し、受給者証を交付するものと

する。  

２ 市長は、第４条第２項の規定により医療費助成を行わない場合は、規則で

定めるところにより当該受給資格登録者にその旨を通知するものとする。  

第７条中「対象者」を「受給者」に、「提示するものとする」を「提示しな

ければならない」に改める。  

第８条を次のように改める。  

（支給の方法）  

第８条  市長は、医療費助成を受給者の請求に基づき行うものとする。ただし

当該受給者が死亡等により請求することができないときは、市長が定める者

の請求に基づき行うことができる。  

２ 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、当該

請求に係る医療費助成の内容を受給者に通知するものとする。  

３ 市長は、受給者が市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、当

該受給者が支払うべき当該医療の一部負担金の額を、当該受給者に代わって

当該医療機関等に支払うことができる。  

４ 市長は、前項の規定による支払をしたときは、当該医療を受けた受給者に

対し医療費助成を行ったものとみなす。  

第９条を削る。  

第１０条中「受給者」を「受給資格登録者」に、「規則で定める事項」を「

第５条第１項の重度心身障害者医療費受給資格の登録の内容」に改め、「とき

は、」の次に「その旨を」を加え、同条に次の１項を加える。  

２ 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に

届け出なければならない。  

第１０条を第９条とする。  

第１１条中「医療費の支給」を「医療費助成」に改め、同条を第１０条とす

る。  

第１２条中「、医療費」を「、医療費助成」に、「支給せず」を「行わず」

に、「医療費の」を「医療費助成を行った」に改め、同条を第１１条とする。  

第１３条中「医療費の支給」を「医療費助成」に改め、同条を第１２条とし

第１４条を第１３条とする。  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成３１年１月１日から施行する。  

 （経過措置） 

、 

、 
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２ この条例の施行の際現に改正前の第６条第１項の規定により受給者証の交

付を受けている者に対する改正後の第４条第２項及び第３項、第６条並びに

第９条第２項の規定は、平成３４年１０月１日から適用する。  

３ この条例の施行前における医療保険各法その他の規定による医療給付に係

る医療費助成については、なお従前の例による。  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長  富岡  勝則  

 



議案第５９号 

 

朝霞市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市国民健康保険条例（昭和３４年朝霞市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。  

目次中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加える。  

第１章の章名中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。  

第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」の次に「の事務」を加える。  

第２条中「（」の次に「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下

「法」という。）第１１条第２項の国民健康保険事業の運営に関する協議会を

いう。」を加える。  

第５条中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という

を「法」に改める。  

第８条第４号中「その他」を「前３号に掲げるもののほか、」に改める。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長  富岡  勝則  

。  」  ） 
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議案第６０号  

 

○○○朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２４年朝霞市条例第３３号）の一部を次のように改正する。  

○○○○「第５節○指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び  

○○○○○○○○○運営に関する基準  

○○○○○○第１款○この節の趣旨及び基本方針（第５９条の２１・第５９条  

○○○○○○○○○○の２２）  

○○○○○○第２款○人員に関する基準（第５９条の２３・第５９条の２４）  

○○○○○○第３款○設備に関する基準（第５９条の２５・第５９条の２６）  

○○○○○○第４款○運営に関する基準（第５９条の２７―第５９条の３８）  

○「第５節○共生型地域密着型サービスに関する基準（第５９条の２０の２・

○○○○○○第５９条の２０の３）  

○○第６節○指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に

○○○○○○関する基準  

○○○第１款○この節の趣旨及び基本方針（第５９条の２１・第５９条の２２  

○○○第２款○人員に関する基準（第５９条の２３・第５９条の２４）  

○○○第３款○設備に関する基準（第５９条の２５・第５９条の２６）  

○○○第４款○運営に関する基準（第５９条の２７―第５９条の３８）  

に改める。  

 第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。  

 （6）  共生型地域密着型サービス○法第７８条の２の２第１項の申請に係る法

第４２条の２第１項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービス

をいう。  

第６条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した経

験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に改

め、同条第５項中「の各号」及び「、午後６時から午前８時までの間において

を削り、同項に次の１号を加える。  

（12）介護医療院  

第６条第７項中「午後６時から午前８時までの間は、」を削り、同条第８項

中「、午後６時から午前８時までの間は」を削り、同条第１２項中「第１９１

条第１０項」を「第１９１条第１４項」に改める。  

」  

目次中  

を  

」  

」  

）  
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○第３２条第３項中「、午後６時から午前８時までの間に行われる」を削る。  

○第３９条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「場合には」の

次に「、正当な理由がある場合を除き」を加え、「行うよう努め」を「行わ」

に改める。  

 第４２条第２項に次の２号を加える。  

 （8）  第３２条第１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の

勤務の体制についての記録  

 （9）  指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る費用の請求に関して国民

健康保険団体連合会に提出したものの写し  

第４７条第２項ただし書中「３年以上」を「１年以上（特に業務に従事した

経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年以上）」に

改める。  

 第５８条第２項に次の２号を加える。  

 （6）  第５６条第１項に規定する夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制につ

いての記録  

 （7）  指定夜間対応型訪問介護に係る費用の請求に関して国民健康保険団体連

合会に提出したものの写し  

第５９条の９第６号中「第５条の２に規定する」を「第５条の２第１項の」

に改める。  

第５９条の１９第２項に次の２号を加える。  

 （7）  第５９条の１３第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

 （8）  指定地域密着型通所介護に係る費用の請求に関して国民健康保険団体連

合会に提出したものの写し  

 第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。  

    第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準  

 （共生型地域密着型通所介護の基準）  

第５９条の２０の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（

以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事

業を行う指定生活介護事業者（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号。以下この条におい

て「指定障害福祉サービス等基準」という。）第７８条第１項に規定する指

定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害

福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）

事業者をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービ
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ス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をい

う。）、指定児童発達支援事業者（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。

以下この条において「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定す

る指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児（児童福祉法（

昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう

以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（

指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号におい

て同じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業

者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定放課後等デイサービス

事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課

後等デイサービス（指定通所支援基準第６５条に規定する指定放課後等デイ

サービスをいう。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満たす  

○ ○べき基準は、次のとおりとする。  

 （1）  指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準第７８条第１項に規

定する指定生活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所

（指定障害福祉サービス等基準第１５６条第１項に規定する指定自立訓練

（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生活訓練）事業所（指定

障害福祉サービス等基準第１６６条第１項に規定する指定自立訓練（生活

訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準第

５条第１項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後

等デイサービス事業所（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する指定

放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号において「指定生活

介護事業所等」という。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等

が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準第７７条に規定す

る指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サ

ービス等基準第１５５条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）

指定自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉サービス等基準第１６５条に規

定する指定自立訓練（生活訓練）をいう。）、指定児童発達支援又は指定

放課後等デイサービス（以下この号において「指定生活等介護」という。

の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等  

 ○として必要とされる数以上であること。  

 （2）  共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供する

ため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的

、  

。  

）  
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支援を受けていること。  

（準用）  

第５９条の２０の３ 第９条から第１３条まで、第１５条から第１８条まで、

第２０条、第２２条、第２８条、第３４条から第３８条まで、第４１条、第

５３条、第５９条の２、第５９条の４、第５９条の５第４項及び前節（第５

９条の２０を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について

準用する。この場合において、第９条第１項中「第３１条に規定する運営規

程」とあるのは「運営規程（第５９条の１２に規定する運営規程をいう。第

３４条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者

とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生

型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第３４条中「定期巡回・随

時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業

者」と、第５９条の５第４項中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所

介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定地域密着型

通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型地

域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し

夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」

と、第５９条の９第４号、第５９条の１０第５項及び第５９条の１３第３項

中「指定地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介

護従業者」と、第５９条の１９第２項第２号中「次条において準用する第２

０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」と、同項第３号中「次条におい

て準用する第２８条」とあるのは「第２８条」と、同項第４号中「次条にお

いて準用する第３８条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と読み替える

ものとする。  

 第５９条の２５中「９人」を「１８人」に改める。  

 第５９条の２７第１項中「運営規程」を「重要事項に関する規程」に改める  

 第５９条の３７第２項に次の２号を加える。  

 （8）  次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する従業者の勤務の

体制についての記録  

 （9）  指定療養通所介護に係る費用の請求に関して国民健康保険団体連合会に

提出したものの写し  

第５９条の３８中「第３４条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第５９

条の３４に規定する重要事項に関する規程」と、」を加える。  

第６１条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第６５条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット

、  

」  

、  

。  
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型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１７８条に規定するユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」

を、「３人以下」の次に「とし、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の

入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日

当たり１２人以下となる数」を加え、同条第２項中「第８２条第７項」の次に

「及び第１９１条第８項」を加える。  

第７９条第２項に次の２号を加える。  

 （7）  次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する従業者の勤務の

体制についての記録  

 （8）  指定認知症対応型通所介護に係る費用の請求に関して国民健康保険団体

連合会に提出したものの写し  

第８２条第１項中「及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライ

ト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「並びに当該本体事業所に係る他

の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び第１９

１条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」

に改め、同条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療

養型医療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条

第７項中「（以下」を「（以下この章において」に改める。  

第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、「

第１９２条第２項」を「第１９２条第３項」に改める。  

第８４条及び第１０３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療

院」を加える。  

第１０７条第２項に次の２号を加える。  

 （9）  次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する従業者の勤務の

体制についての記録  

（10）指定小規模多機能型居宅介護に係る費用の請求に関して国民健康保険団

体連合会に提出したものの写し  

第１１１条第２項及び第１１２条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医

療院」を加える。  

第１１７条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。  

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るた

め、次に掲げる措置を講じなければならない。  

 （1）  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知
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徹底を図ること。  

 （2）  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

 （3）  介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。  

 第１２５条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える  

 第１２７条第２項に次の２号を加える。  

 （8）  第１２３条第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

 （9）  指定認知症対応型共同生活介護に係る費用の請求に関して国民健康保険

団体連合会に提出したものの写し  

第１３０条第４項中「のうち１人以上及び介護職員のうち」を「及び介護職

員のうちそれぞれ」に改め、同項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「、

介護医療院」を加え、同条第７項第１号中「若しくは作業療法士」を「、作業

療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。  

 （3）  介護医療院○介護支援専門員  

 第１３８条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。  

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

 （1）  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。  

 （2）  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

 （3）  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。  

 第１４８条第２項に次の２号を加える。  

 （9）  第１４６条第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

（10）指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る費用の請求に関して国民

健康保険団体連合会に提出したものの写し  

第１５１条第３項ただし書中「この条」を「この項」に、「）及び」を「）

に」に、「平成１１年厚生労働省令第３９号」を「平成１１年厚生省令第３９

号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。」に、「）を併設する場合又

は指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福

祉施設を併設する場合」を「以下この項において同じ。）を併設する場合の指

定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職

員及び看護職員（指定介護老人福祉施設基準第４７条第２項の規定に基づき配

置される看護職員に限る。）又は指定地域密着型介護老人福祉施設にユニット

。  
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型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人

福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」に改め、同条第４

項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加え、同条第８項第２号

中「若しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同

項に次の１号を加える。  

 （4）  介護医療院○栄養士又は介護支援専門員  

 第１５３条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える  

 第１５７条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。  

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。  

 （1）  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

底を図ること。  

 （2）  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

 （3）  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。  

 第１６５条の次に次の１条を加える。  

 （緊急時等の対応）  

第１６５条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急

変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第１５１条第１項第

１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めて

おかなければならない。  

第１６８条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の

１号を加える。  

 （6）  緊急時等における対応方法  

 第１７６条第２項に次の２号を加える。  

 （8）  第１６９条第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

 （9）  指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る費用の請求に関

して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し  

 第１８２条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。  

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を

図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

 （1）  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹

。  
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底を図ること。  

 （2）  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

 （3）  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。  

第１８６条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の

１号を加える。  

 （7）  緊急時等における対応方法  

○第１８９条後段中「準用する前条第３項」を「準用する第１７５条第３項」

と、同項第８号中「第１６９条第１項」とあるのは「第１８７条第１項」に改

める。  

○第１９０条中「第１７条の１０」を「第１７条の１２」に改める。  

○第１９１条第１項中「（本体事業所」を「（第８２条第７項に規定する本体

事業所」に、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第７項に規定するサテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第６項において同

じ。）」を「及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条第７項に

規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（第６項に

おいて「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。

の登録者、第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては、当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト

型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所、当該本

体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所及び当該本体事業所に係る第８２条第７項に規定するサテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第６項中「（本体事業所」

を「（第８２条第７項に規定する本体事業所」に、「本体事業所に宿泊させて

行う指定看護小規模多機能型居宅介護」の次に「及び第８項に規定する本体事

業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業

所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の登録者の心身の状況を勘案し、その処遇に支障がない場合に、当該登録者を

当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護」を加え、

同条第７項に次の１号を加える。  

 （5）  介護医療院  

第１９１条中第１０項を第１４項とし、第９項を第１２項とし、同項の次に

）  
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次の１項を加える。  

１３ 第１１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居

宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス

計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定め

る研修を修了している者（第１９９条において「研修修了者」という。）を

置くことができる。  

第１９１条第８項ただし書中「前項各号」を「第７項各号」に改め、同項を

同条第１１項とし、同条第７項の次に次の３項を加える。  

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所（利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求め

られた場合に常時対応し、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体

制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービ

ス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を

有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所であって、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下この章におい

て「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営され、利用者に対し

適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）に置

くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者につ

いては、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２人

以上とすることができる。  

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿

直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認

められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模

多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。  

１０ 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅

介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。  

第１９２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の

次に「、介護医療院」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の
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１項を加える。  

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

管理上支障がない場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所の管理者は、本体事業所の管理者をもって充てることができる。  

第１９３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第１９４条第１項中「２９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所にあっては、１８人）」を加え、同条第２項第１号中「、

登録定員」を「登録定員」に改め、同号の表以外の部分中「利用定員」の次に

「、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては１２人」

を加え、同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、６人）」を加える。  

 第１９５条第２項第２号に次のように加える。  

  オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって

当該指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支

障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用

することができる。  

 第１９９条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第１９１条第１３項の規

定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。）」を

加える。  

 第２０１条第２項に次の２号を加える。  

（11）次条において準用する第５９条の１３第１項に規定する従業者の勤務の

体制についての記録  

（12）指定看護小規模多機能型居宅介護に係る費用の請求に関して国民健康保

険団体連合会に提出したものの写し  

第２０２条中「第８９条」を「第８７条中「第８２条第１２項」とあるのは

「第１９１条第１３項」と、第８９条」に改める。  

 附則に次の５項を加える。  

５ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条

の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行

令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに

限る。以下この項及び附則第７項において同じ。）又は療養病床を有する病

院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転

換（当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとと

もに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第

、  
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２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要介護

者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。）し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする

場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第１５２条

第１項第７号アの規定にかかわらず、食堂は、１平方メートルに入所定員を

乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、４０平方メートル以上の面積を

有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合におい

て、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができる

ときは、同一の場所とすることができるものとする。  

６ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成３６

年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数

を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホ

ームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるた

めの施設の用に供することをいう。）し、指定地域密着型介護老人福祉施設

を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室につ

いては、第１５２条第１項第７号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる

基準のいずれかに適合するものとする。  

 （1）  食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合

計した面積は、３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とするこ

と。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提

供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の

場所とすることができること。  

 （2）  食堂は、１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能

訓練室は、４０平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提

供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障

がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができ

ること。  

７ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床

若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床

若しくは療養病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般

病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病

床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保

健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ

又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し、指定地域密着型

介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第１５２条第１項第８

、  
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号及び第１８０条第１項第４号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の

幅については、１．２メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、１．６

メートル以上とする。  

８ 第１３０条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３

６年３月３１日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病

床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老

人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させ

るための施設の用に供することをいう。次項において同じ。）を行って指定

地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密

着型特定施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所に併

設される指定地域密着型特定施設をいう。以下この項及び次項において同じ

の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のと

おりとする。  

 （1）  機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機

関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認め

られるときは、置かないことができること。  

 （2）  生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特

定施設の実情に応じた適当数  

９ 第１３２条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有す

る診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成３

６年３月３１日までの間に転換を行って指定地域密着型特定施設入居者生活

介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定施設においては

併設される介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を

利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者

の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域

密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。  

○○○附 則  

○（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日から平成３１年３月３１日までの間に提供する指定地

域密着型サービスに関する第４２条第２項第８号及び第９号、第５８条第２

項第６号及び第７号、第５９条の１９第２項第７号及び第８号、第５９条の

、  

。  ）  
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３７第２項第８号及び第９号、第７９条第２項第７号及び第８号、第１０７

条第２項第９号及び第１０号、第１２７条第２項第８号及び第９号、第１４

８条第２項第９号及び第１０号、第１７６条第２項第８号及び第９号並びに

第２０１条第２項第１１号及び第１２号に掲げる記録については、指定地域

密着型サービス事業者は、これらの規定にかかわらず、５年間保存すること

を要しない。  

３ この条例の施行の日前に提供した指定地域密着型サービスに関する第４２

条第２項第８号及び第９号、第５８条第２項第６号及び第７号、第５９条の

１９第２項第７号及び第８号、第５９条の３７第２項第８号及び第９号、第

７９条第２項第７号及び第８号、第１０７条第２項第９号及び第１０号、第

１２７条第２項第８号及び第９号、第１４８条第２項第９号及び第１０号、

第１７６条第２項第８号及び第９号並びに第２０１条第２項第１１号及び第

１２号に掲げる記録については、なお従前の例による。  

 

○○平成３０年８月３１日提出  

 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○朝霞市長○富岡○勝則○○  
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議案第６１号  

 

○○○朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例（平成２４年朝霞市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第４条中「第５条の２に規定する」を「第５条の２第１項の」に改める。  

第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第１７８

条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項

において同じ。）を除く。）」を、「以下」の次に「とし、ユニット型指定地

域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護の利用者の数の合計が１日当たり１２人以下となる数」を加える。  

第４０条第２項に次の２号を加える。  

 （7）  第２８条第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

 （8）  指定介護予防認知症対応型通所介護に係る費用の請求に関して国民健康

保険団体連合会に提出したものの写し  

第４４条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養

型医療施設」に改め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加える。  

第４５条第３項、第４６条及び第６０条第３項中「介護老人保健施設」の次

に「、介護医療院」を加える。  

第６４条第２項に次の２号を加える。  

 （9）  次条において準用する第２８条第１項に規定する従業者の勤務の体制に

ついての記録  

（10）指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る費用の請求に関して国民健

康保険団体連合会に提出したものの写し  

第７２条第２項及び第７３条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院

を加える。  

○第７８条に次の１項を加える。  

」  
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３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化

を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

 （1）  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知

徹底を図ること。  

 （2）  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

 （3）  介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。  

第８３条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。  

第８５条第２項に次の２号を加える。  

 （8）  第８１条第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

 （9）  指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る費用の請求に関して国民

健康保険団体連合会に提出したものの写し  

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日から平成３１年３月３１日までの間に提供する指定地

域密着型介護予防サービスに関する第４０条第２項第７号及び第８号、第６

４条第２項第９号及び第１０号並びに第８５条第２項第８号及び第９号に掲

げる記録については、指定地域密着型介護予防サービス事業者は、これらの

規定にかかわらず、５年間保存することを要しない。  

３ この条例の施行の日前に提供した指定地域密着型介護予防サービスに関す

る第４０条第２項第７号及び第８号、第６４条第２項第９号及び第１０号並

びに第８５条第２項第８号及び第９号に掲げる記録については、なお従前の

例による。  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則  
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議案第６２号  

 

○○○朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例  

 

朝霞市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平

成２７年朝霞市条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

第３条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７

第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。  

第７条第２項中「ある」を「あり、利用者は複数の指定介護予防サービス事

業者等を紹介するよう求めることができる」に改め、同条第７項を同条第８項

とし、同条第６項中「、電磁的方法」を「、第４項の規定」に改め、同項第１

号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第

５項中「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「第６項」を「第７項」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。  

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入

院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診

療所に伝えるよう求めなければならない。  

第３１条第２項第２号エ中「第３３条第１５号」を「第３３条第１６号」に

改め、同号オ中「第３３条第１６号」を「第３３条第１７号」に改め、同項に

次の２号を加える。  

 （6）  第２１条第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

 （7）  介護予防サービス計画費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出

したものの写し  

第３３条第９号中「ために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本と

しつつ」を加え、同条中第２８号を第３０号とし、第２２号から第２７号まで

を２号ずつ繰り下げ、同条第２１号中「以下」を「次号及び第２４号において

に改め、同号を同条第２２号とし、同号の次に次の１号を加える。  

（23）前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際

には、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならな

」  
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い。  

第３３条中第２０号を第２１号とし、第１５号から第１９号までを１号ずつ

繰り下げ、第１４号の次に次の１号を加える。  

（15）担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提

供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能

その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるもの

を、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供す

るものとする。  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日から平成３１年３月３１日までの間に提供する指定介

護予防支援に関する第３１条第２項第６号及び第７号に掲げる記録について

は、指定介護予防支援事業者は、同項の規定にかかわらず、５年間保存する

ことを要しない。  

３ この条例の施行の日前に提供した指定介護予防支援に関する第３１条第２

項第６号及び第７号に掲げる記録については、なお従前の例による。  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則  

くう  



議案第６３号 

 

朝霞市保育園等運営審議会条例を廃止する条例  

 

朝霞市保育園等運営審議会条例（平成２５年朝霞市条例第９号）は、廃止す

る。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正  

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２

年朝霞市条例第２号）の一部を次のように改正する。  

  別表保育園等運営審議会の項を削る。  

 

平成３０年８月３１日提出 

 

朝霞市長  富岡  勝則 

） 
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議案第６４号  

 

   朝霞市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例  

 

目次  

○第１章○総則（第１条―第４条）   

○第２章○人員に関する基準（第５条・第６条）   

○第３章○運営に関する基準（第７条―第３２条）   

○第４章○基準該当居宅介護支援に関する基準（第３３条）   

○附則  

○○○第１章○総則  

 （趣旨）  

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第４７条第１項第１号、第７９条第２項第１号並びに第８１条第１項

及び第２項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による  

 （基本方針）  

第３条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、そ

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない  

２ 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境

等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー

ビスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行

われるものでなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用

者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され

る指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に

不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援

センター、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規

定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防

支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

。  

。  
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するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号

に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。  

 （指定居宅介護支援事業者の指定）  

第４条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、法人とする。  

第２章 人員に関する基準  

 （従業員の員数）  

第５条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定居宅

介護支援事業所」という。）ごとに１以上の員数の指定居宅介護支援の提供

に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。  

２ 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が３５又はその端数を増すごと

に１とする。   

 （管理者）  

第６条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管

理者を置かなければならない。  

２ 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１４０条の６６第１号イ○に規定する主任介護支援専門員でなけれ

ばならない。  

３ 第１項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならな

い。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

 （1）  管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務

に従事する場合  

 （2）  管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理

する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）  

   第３章 運営に関する基準  

 （内容及び手続の説明及び同意）  

第７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第２１条に規定する運営規程

の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の

同意を得なければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、居宅サービス計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希望に

基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を

紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なけれ

ばならない。  

（3）  
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３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入

院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び

連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった

場合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第７項で定めるところ

により、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重

要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という

により提供することができる。この場合において、当該指定居宅介護支援事

業者は、当該文書を交付したものとみなす。  

 （1）  電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの  

○○ア 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信

し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方

法  

○○イ 指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された第１項の重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又

はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的

方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

ては、指定居宅介護支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたフ

イルにその旨を記録する方法）  

 （2）  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一

定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイル

に第１項の重要事項を記録したものを交付する方法  

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力

することによる文書を作成することができるものでなければならない。  

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定居宅介護支援事業者の使

用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。  

７ 指定居宅介護支援事業者は、第４項の規定により第１項の重要事項を提供

しようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、その用

いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ

る承諾を得なければならない。  

。  ）  

っ  

ァ  
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 （1）  第４項各号に規定する方法のうち指定居宅介護支援事業者が使用するも

の  

 （2）  ファイルへの記録の方式  

８ 前項の規定による承諾を得た指定居宅介護支援事業者は、利用申込者又は

その家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項の重要

事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者

又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。  

 （提供拒否の禁止）  

第８条 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供

を拒んではならない。  

 （サービス提供困難時の対応）  

第９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の通常の事業の

実施地域（当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供

する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指

定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅

介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。  

 （受給資格等の確認）  

第１０条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供を求められた

場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認

定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。  

 （要介護認定の申請に係る援助）  

第１１条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請につ

いて、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介

護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者

が受けている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう、

必要な援助を行わなければならない。  

 （身分を証する書類の携行）  

第１２条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専

門員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族か
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ら求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。  

 （利用料等の受領）  

第１３条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援（法第４６条第４項

の規定に基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支

払われる場合に係るものを除く。）を提供した際にその利用者から支払を受

ける利用料（居宅介護サービス計画費の支給の対象となる費用に係る対価を

いう。以下同じ。）と、居宅介護サービス計画費の額との間に、不合理な差

額が生じないようにしなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通

常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場

合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する費用の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの

内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

 （保険給付の請求のための証明書の交付）  

第１４条 指定居宅介護支援事業者は、提供した指定居宅介護支援について前

条第１項の利用料の支払を受けた場合は、当該利用料の額等を記載した指定

居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。  

 （指定居宅介護支援の基本取扱方針）  

第１５条 指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ

う行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければ

ならない。   

２ 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならない。  

 （指定居宅介護支援の具体的取扱方針）  

第１６条 指定居宅介護支援の方針は、第３条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。  

 （1）  指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計

画の作成に関する業務を担当させるものとする。  

 （2）  指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやす

いように説明を行う。  

 （3）  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の自

立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身、家族の状況等

に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるように
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しなければならない。  

 （4）  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の日

常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療

サービス又は福祉サービス、地域の住民による自発的な活動によるサービ

ス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければな

らない。  

 （5）  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用

者によるサービスの選択に資するよう、地域における指定居宅サービス事

業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその

家族に対して提供するものとする。  

 （6）  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法

により、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居

宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱え

る問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。  

 （7）  介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセ

スメント」という。）に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及び

その家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援

専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解

を得なければならない。  

 （8）  介護支援専門員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの

結果に基づき、利用者の家族の希望及び地域における指定居宅サービス等

が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決す

べき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、

利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般

の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービ

スの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を

記載した居宅サービス計画の原案を作成しなければならない。  

 （9）  介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービ

ス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅

サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下この

条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。

の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに

当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地

からの意見を求めるものとする。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者

、  

）  
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に限る。）の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条

において「主治の医師等」という。）の意見を勘案して必要と認める場合

その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等

により意見を求めることができるものとする。  

（10）介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居

宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し

文書により当該利用者の同意を得なければならない。  

（11）介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サー

ビス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。  

（12）介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事

業者等に対して、訪問介護計画（指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サ

ービス等基準」という。）第２４条第１項に規定する訪問介護計画をいう

等指定居宅サービス等基準において位置付けられている計画の提出を求め

るものとする。  

（13）介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実

施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い

必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連

絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。  

（14）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の

提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機

能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるも

のを、利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供

するものとする。  

（15）介護支援専門員は、第１３号に規定する実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービ

ス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次

に定めるところにより行わなければならない。  

○○ア 少なくとも１月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するこ

と。  

○○イ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。  

（16）介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の

開催により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専

門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由が

、  

。  ）  

、  

くう  
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ある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることがで

きるものとする。  

○○ア 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合  

○○イ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け

た場合  

（17）第３号から第１２号までの規定は、第１３号に規定する居宅サービス計

画の変更について準用する。  

（18）介護支援専門員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的

かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常

生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設へ

の入院若しくは入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の

便宜の提供を行うものとする。  

（19）介護支援専門員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする

要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行でき

るよう、あらかじめ、居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとする  

（20）介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上

の訪問介護（厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この号において同じ

を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サー

ビス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス

計画を市に届け出なければならない。  

（21）介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医

療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同

意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。  

（22）前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した

際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない  

（23）介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーシ

ョン等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに

係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サー

ビス以外の指定居宅サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居

宅サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されて

いるときは、当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。  

（24）介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所

療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日

常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案し

て特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養

。  

。  ）  

。  
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介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないよ

うにしなければならない。  

（25）介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に福祉用具貸与が必要

な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催

し、継続して福祉用具貸与を受ける必要性について検証をした上で、継続

して福祉用具貸与を受ける必要がある場合にはその理由を居宅サービス計

画に記載しなければならない。  

（26）介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける

場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該計画に特定福祉用具販

売が必要な理由を記載しなければならない。  

（27）介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又

は法第３７条第１項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは地域密

着型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（

同項の規定による指定に係る居宅サービス又は地域密着型サービスの種類

については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、理解を得

た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。  

（28）介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受け

た場合には、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提

供する等の連携を図るものとする。  

（29）指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の２３第３項の規定に基づき

指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当

たっては、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指

定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。  

（30）指定居宅介護支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき

同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これ

に協力するよう努めなければならない。  

 （法定代理受領サービスに係る報告）  

第１７条 指定居宅介護支援事業者は、毎月、市（法第４１条第１０項の規定

により同条第９項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団

体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に

規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）に委託している場合

にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対し、居宅サービス計画にお

いて位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービス（

、  

、  
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法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指

定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指

定居宅サービスをいう。）として位置付けたものに関する情報を記載した文

書を提出しなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画に位置付けられている基準

該当居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の支給に係る事務に必要な

情報を記載した文書を、市（当該事務を国民健康保険団体連合会に委託して

いる場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会）に対して提出しなけれ

ばならない。  

 （利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付）  

第１８条 指定居宅介護支援事業者は、利用者が他の居宅介護支援事業者の利

用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場

合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居

宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。  

 （利用者に関する市への通知）  

第１９条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けている利用者

が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を

市に通知しなければならない。  

 （1）  正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わな

いこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。  

 （2）  偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたと

き。  

 （管理者の責務）  

第２０条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所

の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込み

に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければな

らない。  

２ 指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護

支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令

を行うものとする。  

 （運営規程）  

第２１条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、事業

の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）とし

て次に掲げる事項を定めるものとする。  

 （1）  事業の目的及び運営の方針  
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 （2）  職員の職種、員数及び職務内容  

 （3）  営業日及び営業時間  

 （4）  指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額  

 （5）  通常の事業の実施地域  

 （6）  前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項  

 （勤務体制の確保）  

第２２条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対し適切な指定居宅介護支援

を提供できるよう、指定居宅介護支援事業所ごとに介護支援専門員その他の

従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに、当該指定居

宅介護支援事業所の介護支援専門員に指定居宅介護支援の業務を担当させな

ければならない。ただし、介護支援専門員の補助の業務については、この限

りでない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の資質の向上のために、その

研修の機会を確保しなければならない。  

 （設備及び備品等）  

第２３条 指定居宅介護支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を

有するとともに、指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。  

 （従業者の健康管理）  

第２４条 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康

状態について、必要な管理を行わなければならない。  

 （掲示）  

第２５条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場

所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。  

 （秘密保持）  

第２６条 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者は、正当

な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が

正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らす

ことのないよう、必要な措置を講じなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個

人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用い

、  
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る場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならな

い。  

 （広告）  

第２７条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所について広告

をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない  

 （居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等）  

第２８条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援事業所の管理者は、

居宅サービス計画の作成又は変更に関し、当該指定居宅介護支援事業所の介

護支援専門員に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを位置付

けるべき旨の指示等を行ってはならない。  

２ 指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又

は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービス

を利用すべき旨の指示等を行ってはならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は

変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを

利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の

財産上の利益を収受してはならない。  

 （苦情処理）  

第２９条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自

らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等（第６項において「

指定居宅介護支援等」という。）に対する利用者及びその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応しなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の

内容等を記録しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第

２３条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又

は市職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市

が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合において

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

４ 指定居宅介護支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善

の内容を市に報告しなければならない。   

５ 指定居宅介護支援事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居

宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連

合会への申立てに関して、利用者に対し必要な援助を行わなければならない  

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦

。  

。  
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情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第１項第３号の調査

に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険

団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

７ 指定居宅介護支援事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった

場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな

らない。  

 （事故発生時の対応）  

第３０条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提

供により事故が発生した場合には速やかに市、利用者の家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処

置について記録しなければならない。  

３ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければな

らない。  

 （会計の区分）  

第３１条 指定居宅介護支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに

指定居宅介護支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければな

らない。  

 （記録の整備）  

第３２条 指定居宅介護支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。  

２ 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関

する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。  

 （1）  第１６条第１３号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整に

関する記録  

 （2）  利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳  

○○ア 居宅サービス計画  

○○イ アセスメントの結果の記録  

○○ウ サービス担当者会議等の記録  

○○エ モニタリングの結果の記録  

 （3）  第１９条に規定する市への通知に係る記録  

 （4）  第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

、  
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 （5）  第３０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置につ

いての記録  

 （6）  第２２条第１項に規定する従業者の勤務の体制についての記録  

 （7）  居宅介護サービス計画費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出

したものの写し  

○○○第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準  

 （準用）  

第３３条 第３条、第２章及び前章（第２９条第６項及び第７項を除く。）の

規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。この場合において

第７条第１項中「第２１条」とあるのは「第３３条において準用する第２１

条」と、第１３条第１項中「指定居宅介護支援（法第４６条第４項の規定に

基づき居宅介護サービス計画費が当該指定居宅介護支援事業者に支払われる

場合に係るものを除く。）」とあるのは「基準該当居宅介護支援」と、「居

宅介護サービス計画費の額」とあるのは「特例居宅介護サービス計画費の額

と読み替えるものとする。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第２０号の規定は

平成３０年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成３３年３月３１

日までの間は、第６条第２項の規定にかかわらず、介護支援専門員（介護保

険法施行規則第１４０条の６６第１号イ○に規定する主任介護支援専門員を

除く。）を第６条第１項に規定する管理者とすることができる。  

３ 施行日から平成３１年３月３１日までの間に提供する指定居宅介護支援に

関する第３２条第２項第６号及び第７号に掲げる記録については、指定居宅

介護支援事業者は、同項の規定にかかわらず、５年間保存することを要しな

い。  

４ 施行日から平成３１年３月３１日までの間に提供する指定居宅介護支援に

関する第３２条第２項第１号から第５号までに掲げる記録についての同項の

規定の適用については、同項中「その完結の日から５年間」とあるのは、「  

その完結の日から２年間」とする。  

５ 平成３１年４月１日以後における第３２条第２項の規定の適用については

同日以後に提供する指定居宅介護支援に関する同項各号に掲げる記録につい

て適用する。  

、  

」  

、  

 、 （3）  

、  
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６ 施行日前に提供した指定居宅介護支援に関する第３２条第２項各号に掲げ

る記録については、なお従前の例による。  

 

  平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則  



議案第６５号  

 

市道路線の認定について  

 

市道路線を次のとおり認定するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。  

路 線 名  起    点  終    点  

市道第８６８号線  
朝霞市岡１丁目２０００番

１地先  

朝霞市岡１丁目２００１番

１地先  

市道第８６９号線  
朝霞市岡１丁目２００２番

１３地先  

朝霞市岡１丁目２００１番

２地先  

市道第８７０号線  
朝霞市岡１丁目２０００番

１３地先  

朝霞市岡１丁目１１３４番

３地先  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則     



議案第６６号  

 

市道路線の廃止について  

 

市道路線を次のとおり廃止するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。  

路 線 名  起    点  終    点  

市道第２１０６号線  
朝霞市宮戸２丁目９４４番

１地先  

朝霞市宮戸２丁目９４２番

１地先  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

                          朝霞市長 富岡 勝則   



議案第６７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき議決を求める。 

１ 公の施設の名称  朝霞市健康増進センター 

２ 指定管理者として指定するもの 

   神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地 

   株式会社 明治スポーツプラザ 

   代表取締役 後藤 聖治 

３ 指定の期間  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

 

  平成３０年８月３１日提出 

 

朝霞市長 富岡 勝則 



議案第６８号  

 

下水の処理に関する事務の受託に関する協議について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規定によ

り、下水の処理に関する事務の一部を受託することについて、別紙のとおり規

約を定め、新座市と協議することについて、同条第３項において準用する同法

第２５２条の２の２第３項本文の規定により議会の議決を求める。  

 

平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙  

新座市と朝霞市との間の下水の処理に関する事務の委託に関する規約  

 （委託事務の範囲）  

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第１項の規

定に基づき、新座市は、下水の処理に関する事務（以下「委託事務」という

の管理及び執行を朝霞市に委託する。  

２ 委託事務の対象区域は、新座市新塚５０７７番１の区域とする。  

 （管理及び執行の方法）  

第２条 委託事務の管理及び執行については、朝霞市の条例、規則その他の規

程の定めるところによるものとする。  

 （経費の負担）  

第３条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、全て朝霞市の負担とする。  

 （使用料等の収入）  

第４条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する下水道の使用料及び分担金は

全て朝霞市の収入とする。  

 （その他）  

第５条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、新座市

と朝霞市が協議して定める。  

附 則  

 この規約は、平成３０年１０月１０日から施行する。  

。  ）  

、  



議案第６９号  

 

   町の区域の変更について  

 

 朝霞市内の別図１に示す町の区域を別図２に示す区域のとおり変更すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。  

  

  平成３０年８月３１日提出  

 

朝霞市長 富岡 勝則  

 


